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船舶事故調査報告書 

 

令和７年７月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決  

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 令和６年３月７日 １６時０２分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市長崎港第３区（小ケ倉
こ が く ら

柳
やなぎ

ふ頭北方沖） 

長崎港三菱重工蔭
かげ

ノ
の

尾
お

岸壁灯台から真方位１００°１,４００ｍ付

近 

 （概位 北緯３２°４２.４′ 東経１２９°５０.７′） 

事故の概要  引船あおいは、別の引船と共に漁船NO.7 GEUM
ク ム

 HWA
フ ァ

にタグラインを

送り出港支援作業中、NO.7 GEUM HWAに引かれて転覆した。 

あおいは、作業員１人が負傷し、機関等に濡損を生じた。 

事故調査の経過  令和６年３月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 漁船 NO.7 GEUM HWA（大韓民国籍）、２７０トン 

２０２４－１０（仮船舶国籍証書の証書番号）、個人所有 

   ５６.００ｍ×８.１５ｍ×４.１３ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、８６０kＷ、昭和６２年９月１２日 

   （写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船の外観 

 

Ｂ 引船 あおい、７.３トン 

２７３－１３３４２長崎、松屋ビル興産株式会社（船舶所有

者）、崎永海運株式会社（Ｂ社、船舶運航者） 

   １１.９０ｍ×３.５０ｍ×１.４０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２６２kＷ、平成２７年７月 
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   （写真２ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の外観（本事故後、船底を上にして 

台船上に置かれた状態） 

 

Ｃ 引船 つばき、９.７トン 

２９２－４８３６０長崎、Ｂ社（船舶所有者） 

   １３.５５ｍ×４.００ｍ×１.４０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２５４kＷ、平成２０年３月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長（大韓民国籍） ６１歳 

二級航海士（商船限定）免状（大韓民国発給） 

    交付年月日 ２０２２年３月１６日 

          （２０２７年８月３０日まで有効） 

Ｂ 船長 ６７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許 登録日 昭和６０年９月１９日 

    免許証交付日 令和２年８月３１日 

           （令和７年９月１８日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（作業員） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 機関、航海計器等に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか４人（全員大韓民国籍）が乗り組み、海外売船

に伴う回航の目的で、令和６年３月７日、Ｂ船及びＣ船の支援を受け

て左舷付けで係留していた小ケ倉柳ふ頭の岸壁（以下「本件岸壁」と

いう。）を離岸し、大韓民国に向けて出航することとなった。 

船長Ａは、Ａ船の船首方に浮きドックが係留されていたので、Ａ船

に乗船していた売船仲介者（以下「Ａ社」という。）の日本人作業員

２人に、Ａ船の船首から右舷方に投入していた錨を巻き揚げさせなが

ら、Ｂ船及びＣ船にＡ船を本件岸壁と平行に引き出させて離岸する計
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画とした。 

船長Ａは、操舵室で指揮に当たり、機関室に機関長を、船首部に甲

板長を、船尾部に航海士と機関士を配置し、Ａ船の船尾部付近につい

たＢ船とＡ船の船首部付近についたＣ船から送られたタグラインのア

イを、Ａ船の右舷船尾部と右舷船首部のビットにそれぞれ掛け、１５

時３０分ごろ離岸を開始した。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 離岸作業開始時の状況 

 

Ａ船は、係留索が全て放された後、錨索（ロープ）の巻揚げが開始

されるとともに、Ｂ船及びＣ船によって本件岸壁と平行に引き出され

始めた。 

日本人作業員２人は、錨索をＡ船の船首部にある揚錨機のワーピン

グエンド*1で巻き取っていたところ、ワーピングエンドで錨索同士が

噛
か

み込んで錨索を手
た

繰
ぐ

ることができなくなったので、錨索を繰り出し

たり巻き取ったりして噛み込みを解消しようとした。（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 揚錨機のワーピングエンド 

 

船長Ａは、揚錨作業が難航していることに気付いたものの、船首部

の甲板長から直接状況を聞く通信手段がなかったので、船尾部の航海

士に対し、甲板長に状況を確認して自分に報告するよう操舵室のマイ

クから船尾部のスピーカーを通して指示した。 

甲板長は、日本人作業員が錨索を繰り出したり巻き取ったりしてい

 

*1 「ワーピングエンド」とは、揚錨機の回転軸の一端に取り付けられた 鼓
つづみ

形の回転部（ドラム）をいう。 

船首側 

揚錨機 ワーピングエンド 

C船 

B船 

浮きドック 

錨索 A船 

本件岸壁 
A船と浮きドックとの距離：約５０ｍ 係留索 



- 4 - 

るのを見た際、日本人作業員と意思の疎通が可能な共通言語がなく詳

しい状況を確認できないまま、錨が根掛かりしている（錨が海底から

外れないこと）と思い、錨の根掛かりを解消するためにＡ船を前進さ

せる必要があると考え、状況を確認しに来た航海士にＡ船を前進させ

るように伝えた。 

船長Ａは、甲板長がＡ船を前進させるよう言っているとの航海士か

らの報告を受け、錨が根掛かりしていると判断し、錨の根掛かりを解

消するためにＡ船を前進させることとした。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ Ａ船の揚錨作業が難航していたときの状況 

 

船長Ａは、Ｂ船及びＣ船との通信手段がなく、また、船長Ｂ及びＣ

船の船長（以下「船長Ｃ」という。）と意思の疎通が可能な共通言語

もなく、船長Ｂ及び船長ＣにＡ船を前進させる旨を伝えることができ

ない状況であったが、Ａ船を低速力で前進させれば、Ａ船を前進させ

る旨を伝えなくても、船長Ｂ及び船長ＣがＡ船の動きに合わせて操船

してくれると思った。 

船長Ａは、船長Ｂ及び船長ＣにＡ船を前進させる旨を伝えないまま

主機を極微速力前進としたところ、１６時０２分ごろＢ船がＡ船に引

かれて船尾部から海中に沈みながら左舷側に転覆した。（図３、写真

４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C船 

B船 

A船の錨索 

浮きドック 

本件岸壁 
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図３ Ｂ船が転覆したときの状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 転覆した状態のＢ船 

 

船長Ａは、船首部の日本人作業員が慌てた様子で操舵室に向かって

前進をやめるよう身振りしているのが見え、主機を中立運転として操

舵室から出たところ、Ｂ船が転覆しているのを認めたが、気が動転し

てどうすることもできなかった。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び作業員２人（以下「作業員Ｂ１」、「作業員 

Ｂ２」という。）が乗り組み、長崎港第１区の定係地を出航し、同港第

４区で台船のえい
．．

航作業等に従事した後、船長Ｃ及び作業員１人が乗

り組んだＣ船と共にＡ船が係留されていた本件岸壁に向かい、１５時

２０分ごろ本件岸壁付近に到着した。 

船長Ｂ及び船長Ｃは、Ｂ船でＡ船の船尾部を、Ｃ船でＡ船の船首部

を引くこととし、タグラインのアイを後部甲板のえい
．．

航フックに掛け

た後、タグライン（長さはＢ船が約３０ｍ、Ｃ船が約４０ｍ）をそれ

ぞれＡ船に送った。 

船長Ｂ及び船長Ｃは、舵輪の前に立ってそれぞれ操船に当たり、Ａ

船の係留索が放されて揚錨作業が開始されたことを確認した後、Ｂ船

及びＣ船に備えられた無線を使用して相互に連絡を取り合いながら、

低速力で前進してＡ船を本件岸壁と平行に引き出し始めた。 

C船 
B船（船尾部から
沈みながら左舷側
に転覆） 

浮きドック 

本件岸壁 

本件岸壁 

海上保安庁提供 

船首側 
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船長Ｂ及び船長Ｃは、Ａ船の錨索が繰り出されたり巻き取られたり

しているのを認めたので、揚錨作業が完了するまでＡ船の引出しを一

旦中断することとし、作業員Ｂ１及び作業員Ｂ２はＢ船の甲板上でＡ船

の揚錨作業の状況を見ていた。（図４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 船長Ｂ、作業員Ｂ１及び作業員Ｂ２の乗船位置 

 

船長Ｂは、適宜主機を使用しながらＡ船の位置を保持していたとこ

ろ、突然、Ａ船の船尾からプロペラの放出流が出るのを認め、Ａ船が

前進を始めたことに気付き、Ｂ船がＡ船に引かれて左舷側に転覆する

と思い、急いで右舵を取ってスロットルレバーを増速側に操作したも

のの、すぐにＢ船が船尾部から海中に沈みながら左舷側に転覆した。 

船長Ｃは、適宜主機を使用しながらＡ船の位置を保持していたとこ

ろ、突然、Ｃ船が左舷側に傾斜したので、Ａ船が前進を始めたことに

気付き、急いで左舵を取ってスロットルレバーを増速側に操作したと

ころ、Ａ船が前進をやめ、Ｃ船の転覆は免れたが、Ｂ船が転覆したの

を認めた。 

船長Ｂは、Ｂ船が転覆する直前、作業員Ｂ１及び作業員Ｂ２に危険が

及ぶと考えて主機を中立運転とし、Ｂ船の転覆後、操舵室に閉じ込め

られたが、開放していた操舵室の出入口を手探りで探し、同出入口か

ら出て海面に浮上し、転覆したＢ船に掴
つか

まった。 

作業員Ｂ１は、Ｂ船の転覆後、Ｂ船の下に入り込み、着用していた

救命胴衣が船体に引っ掛かってしばらくＢ船の下から出てこられずに

いたが、救命胴衣を船体から外して海面に浮上した。 

作業員Ｂ２は、Ｂ船の転覆時に海中に投げ出された後、Ｂ船まで泳

いでＢ船の船底に上がった。 

船長Ｃは、長崎港内で作業を行っていたＢ社の引船（以下「Ｄ船」

という。）の船長（以下「船長Ｄ」という。）に無線で連絡して救援と

海上保安庁への通報を依頼するとともに、タグラインを放してＣ船で

Ｂ船に近づき、船長Ｂ及び作業員Ｂ１をＣ船に引き揚げた。 

船長Ｃは、作業員Ｂ１の意識が朦朧
もうろう

としていたので、作業員Ｂ１の病

院への搬送を急ぐこととし、本件岸壁に向かいながら、携帯電話で救

急車の要請を行った後、無線で船長Ｄに作業員Ｂ２の救助を依頼し

た。 

操舵室 

船長Ｂ 

作業員Ｂ１ 作業員Ｂ２ 

えい
．．

航フック 
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作業員Ｂ２は、来援したＤ船に引き揚げられて救助された。 

作業員Ｂ１は、救急車で長崎市内の病院に搬送され、溺水、誤嚥
えん

性

肺炎等と診断されて約１週間の入院加療を要した。 

Ｂ船は、Ｂ社が手配したクレーン車２台で本件岸壁に引き揚げられ

た。 

Ａ船は、回航を中止して小ケ倉柳ふ頭北方沖で錨泊した。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 (1) Ａ船が離岸するまでの状況 

Ａ船は、Ａ社が仲介して日本の水産会社から大韓民国の船主に

売船され、一旦、Ａ社の社員によって長崎県平戸市から小ケ倉柳

ふ頭に回航された。 

Ａ社の社員は、Ａ船を本件岸壁に係留する際、係留予定場所の

船首方に浮きドックが係留されていたので、錨を巻き揚げながら

本件岸壁と平行に離岸することができるように船首錨を右舷方に

投入した。また、Ａ社は、引船２隻でＡ船の出港作業を支援する

ようＢ社に依頼した。 

Ａ船の乗組員は、新船主によって大韓民国の船員派遣会社を通

じて手配され、７日午前中にＡ船に乗船した後、新船主が手配し

た通訳者を交え、Ａ社の社員から、Ａ船の操船方法、Ｂ船及びＣ

船の支援を受けて出港作業を行うこと並びに日本人作業員２人が

揚錨作業を行うことの説明を受けた。 

(2) 船長Ａ及び船長Ｂの乗船及び回航の経験 

船長Ａは、遠洋トロール漁船や引船等に航海士や船長として乗

船した経験が１０年以上あり、日本から大韓民国に売船された船

舶の船長として回航を行った経験が複数回あった。 

船長Ｂは、引船の船長としての経験が約３０年間あり、日本か

ら海外売船された船舶の出港支援を行った経験が複数回あった。 

(3) 船長Ａ及び船長Ｂの通信手段の確保等に関する認識 

船長Ａは、出港支援作業がＡ船を本件岸壁と平行に引き出すだ

けの単純な作業であり、また、過去にも支援を行う引船との通信

手段がない中で出港作業を行ったことがあったので、Ｂ船及びＣ

船と通信を行わなくても安全に出港作業を行うことができると思

い、Ｂ船及びＣ船との通信手段を確保しておらず、さらに、Ａ船

に通訳者を乗船させていなかった。 

船長Ｂは、Ａ船との通信手段がなかったが、出港支援作業がＡ

船を本件岸壁と平行に引き出すだけの単純な作業であり、また、

過去にも海外売船された船舶との通信手段がない中で出港支援作

業を行ったことがあったので、安全に出港支援作業を行うことが

できると思っていた。 

(4) その他 



- 8 - 

Ｂ船及びＣ船の乗組員は、全員救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、小ケ倉柳ふ頭北方沖において、Ｂ船及びＣ船の支援を受け

て出港作業中、船長Ａが、Ｂ船及びＣ船と意思の疎通を行うことがで

きる手段を講じていなかったことから、Ａ船を前進させることとなっ

た際、船長Ｂ及び船長ＣにＡ船を前進させる旨を伝えないまま、前進

したものと考えられる。 

Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船の船尾からプロペラの放出流が出るのを認

めてＡ船が前進を始めたことに気付き、Ｂ船がＡ船に引かれて左舷側

に転覆すると思い、急いで右舵を取るなどしたものの、Ａ船に引かれ

て船尾部から海中に沈みながら左舷側に転覆したものと考えられる。 

船長Ａは、出港支援作業がＡ船を本件岸壁と平行に引き出すだけの

単純な作業であり、また、過去にも支援を行う引船との通信手段がな

い中で出港作業を行ったことがあり、Ｂ船及びＣ船と通信を行わなく

ても安全に出港作業を行うことができると思ったことから、Ｂ船及び

Ｃ船との通信手段を確保しておらず、さらに、Ａ船に通訳者を乗船さ

せていなかったものと考えられる。 

船長Ａは、船長Ｂ及び船長ＣにＡ船を前進させる旨を伝えることが

できない状況であったが、Ａ船を低速力で前進させれば、Ａ船を前進

させる旨を伝えなくても、船長Ｂ及び船長ＣがＡ船の動きに合わせて

操船してくれると思ったことから、Ａ船を極微速力で前進させたもの

と考えられる。 

船長Ａは、揚錨作業が難航していた際、甲板長に状況を確認した航

海士から甲板長がＡ船を前進させるよう言っているとの報告を受け、

錨が根掛かりしていると判断したことから、錨の根掛かりを解消する

ためにＡ船を前進させることとしたものと考えられる。 

甲板長は、日本人作業員が錨索同士の噛み込みを解消しようと錨索

を繰り出したり巻き取ったりしているのを見た際、日本人作業員と意

思の疎通が可能な共通言語がなく、詳しい状況を確認できなかったこ

とから、錨が根掛かりしていると状況を誤認し、錨の根掛かりを解消

するためにＡ船を前進させる必要があると思ったものと考えられる。 

原因 本事故は、小ケ倉柳ふ頭北方沖において、Ａ船がＢ船及びＣ船の支

援を受けて出港作業中、船長Ａが、Ｂ船及びＣ船と意思の疎通を行う

ことができる手段を講じず、Ａ船を前進させることを事前に船長Ｂ及

び船長Ｃに伝えなかったため、Ａ船を前進させた際、Ｂ船がＡ船に引

かれて転覆したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え
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られる。 

・引船の支援を受けて出港作業を行う船舶の船長は、出港作業中、

引船の船長との間の通信手段（トランシーバー等）を準備して随

時意思疎通を行うこと。 

・日本の港において出港作業を行う外国籍船舶の所有者及び船長

は、出港支援作業を行う引船の日本人船長や甲板作業等を行う日

本人作業員と意思の疎通が可能な共通言語がない場合は、通訳者

を乗船させること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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